
 

 

 

 

介護職員等特定処遇改善加算取得促進セミナーの開催について 

 

１ 目的 

本年１０月の介護報酬改定において、介護職員等特定処遇改善加算が創設

されることとなった。介護職員の確保・定着のために、対象の事業者に向け

てセミナーを開催し、当該加算の取得にかかる支援を行うもの。 

 

 

２ 開催日時 
   第１回 令和元年７月１８日（木）１３時３０分～１６時３０分 

   第２回 令和元年７月１９日（金）１３時３０分～１６時３０分 

   ※各回同内容 

 

 

３ 開催場所  石川県庁１１階 １１０２会議室 

 

 

４ 主催  石川県（委託先：公益財団法人介護労働安定センター 石川支部） 

 
 
５ 出席者 
   介護保険事業者、市町介護保険担当者 

 約２４０名（各回とも約１２０名の出席） 

    

 

６ 講師 
【第一部】厚生労働省 老健局 老人保健課 企画法令係 

木村 直哉（きむら なおや）氏 

 

【第二部】藤野経営労務管理事務所 副所長（千葉市） 

藤野 和良（ふじの かずよし） 氏 

 
７ 参加費  無料

令和元年７月１６日 

【長寿社会課】 

課長 瀬戸 裕之 

内線 4040  外線 225-1415 



介護職員等特定処遇改善加算概要（第 169回社会保障審議会介護給付費分科会資料より抜粋） 

 

 


